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　海上で発生した油流出事故において、油が沿岸部に漂着し、防波堤
護岸、岸壁、岩場などに付着した場合には、付着油を除去するために
従来は、油処理剤を散布し、水洗浄することにより付着油を除去する
という手法がとられてきました。しかし油処理剤によって剥離され、
海面上に落下した油は茶褐色（カフェオレ色）に混濁し、港湾内に長
時間滞留することになります。
　除去した油が茶褐色になっているということは、油処理剤が効果を
発揮し油が微粒子化し分散しているためです。茶褐色に混濁した油は
時間が経てば潮の干満により港湾外に出て広範囲に分散し、やがてバ
クテリアによる微生物分解あるいは、太陽光及び水中の酸素によって
酸化分解されます。しかし、沿岸部における油防除活動では、茶褐色
に混濁した油を回収してほしいとの要望がありました。しかし、油処
理剤で除去した油は粘着力を失うため、回収装置で回収することも油
吸着材で吸着することもできません。
　この問題を解決するため、油処理剤に代わる防波堤、護岸、岸壁、
岩場などに付着した油を剥離するための薬剤である「油剥離剤」が開
発されました。
　従来から使用されてきた「油処理剤」と今般新たに開発された「油
剥離剤」の違いについてご紹介します。
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　油剥離剤とは、油を付着した面から取り除く製品で、護岸や岩場などの表面に付
着した油に散布し、油の粘度を低下させて、常温低圧の水で洗浄することにより油
を護岸、岩場などの表面から剥離させる薬剤。
　一旦、剥離した油は水に分散せず、海面上に浮上し、回収装置、あるいは、吸着
材で回収することを可能とするものであり、海洋環境への負担が少ない薬剤。

　油剥離剤は防波堤、護岸、岸壁、岩場などに付着した油を剥離させるための薬剤です。
これまで、付着油を剥離させるための薬剤としてやむを得ず油処理剤が使用されてきま
した。しかし、油処理剤を使用すると物理的に油を回収することが困難となります。こ
のため、付着した油を剥離させて回収するための、油剥離剤が開発されました。それで
は、油剥離剤とは何なのか説明いたします。

　油処理剤で剥離した油と油剥離剤で剥離した油の性状の違い

　図左：油処理剤と重油（Ｃ重油）を混合したもの

　　　　油は微粒子化し水中に分散している　→　回収不能

油を微粒子化し分散させる
　＞包囲・吸着できない

油を分散せず浮上させる
　＞包囲・吸着可能

→

→

　図右：油剥離剤と重油（Ｃ重油）を混合したもの

　　　　油は水面上に浮上し凝集している　　→　回収可能

油剥離剤とは何か

油剥離剤の定義
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３

油処理剤

油剥離剤

油剥離剤のしくみ

溶剤 界面活性剤重油

①付着した重油に剥離剤を散布 ②剥離剤が重油に浸透し軟化 ③放水し、たたき落とす

④剥離した油は水面に浮上 ⑤浮上した油は物理的に回収 ⑥使用した資材は全量回収

剥離剤と重油の接触面で、剥離剤によ
る重油の浸透・軟化の作用が起こる

剥離剤に含まれる界面活性剤はエマルションを形成し
にくいためほとんど乳化分散しない。油は比重が水よ
り小さいため水面に浮上する。
また、界面活性剤自体は水に溶解しにくいので水中に
溶け出さない。

剥離剤に含まれる界面活性剤に
より、軟化した重油が洗浄水に
なじみやすくなり、洗浄水での
除去が促進される。

油剥離剤の法的位置付け

油剥離剤の毒性について

上記毒性試験に合格した製品については、

「油剥離剤の使用に関するガイドライン」をご確認下さい。

　油剥離剤は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「海洋汚染防止法」とい

う。）第４３条の７にいう「油による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤」に該当します。

　油剥離剤は、油処理剤と同様に炭化水素溶剤、界面活性剤を主成分とするため油処理剤に

関する毒性基準を適用しています。現在、国内で製品化されている油剥離剤は、油処理剤と

比較しても極めて低毒性です。

４
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　このパンフレットは、油剥離剤の基本を簡単にまとめたものです。
　油剥離剤につきましては油処理剤と混同しないよう気を付けて下さい。
そして、「油剥離剤の使用に関するガイドライン」をよく確認し理解を深
めていただければと思います。
　また、パンフレットの作成にご協力下さいました（一財）海上災害防止
センターに感謝申し上げます。
　このパンフレットが、油濁事故の対応に際して、お役に立てれば幸い
です。

企画・制作　公益財団法人　海と渚環境美化・油濁対策機構
　　　　　　〒１１３－００３４　東京都文京区湯島２ー３１ー２４　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯島ベアービル７階
　　　　　　TEL　０３－５８４４ー６５５１　FAX　０３－５８００ー０１３１
　　　　　　Email　office@umitonagisa.or.jp
　　　　　　URL　http://www.umitonagisa.or.jp/

協　　　力　一般財団法人　海上災害防止センター
　　　　　　〒２２０－８４０１　神奈川県横浜市西区みなとみらい３－３－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱重工横浜ビル８階
　　　　　　TEL　０４５－２２４ー４３１１　FAX　０４５－２２４ー４３１２
　　　　　　URL　http://www.mdpc.or.jp/

おわりに

６
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